
　 事業主の皆様へ
　 労働保険のお知らせ
労働保険料（労災保険・雇用保険）の第 3 期
分の納期限は 1 月 31 日です。納付書につい
ては、納期限の 10 日前頃に該当事業所へ郵
送します。また、保険料納付については口座
振替が便利です。申し込み手続きについては
厚生労働省もしくは埼玉労働局のホームペー
ジをご覧ください。

問  埼玉労働局労働保険徴収課
　　☎ 048-600-6203

　 町内小学生による
　 交通安全標語を紹介します
交通安全思想の普及啓発を目的に、ときがわ
町交通安全母の会では、町内の小学校 6 年
生を対象に交通安全標語を募集し、次の 6
作品が優秀標語に選ばれました。

最優秀作品
しっかりと　青でも確認　右左
玉川小学校 6 年　中村悠亜さん

優秀作品
手をあげて　飛び出し注意　交差点
玉川小学校 6 年　髙木優望花さん
右左　後ろも確認　安全だ
明覚小学校 6 年　梅澤花恋さん
帰り道　心のブレーキ　忘れずに
明覚小学校 6 年　原口柚羽さん
わたるとき　手をあげ左右　しっかり見よう
萩ヶ丘小学校 6 年　安斉來菜さん
青信号　点めつしたら　もう遅い
萩ヶ丘小学校 6 年　田嶋未紘さん

問  総務課  ☎ 65-0401

　 特定（産業別）
　最低賃金の改正のお知らせ

令和元年 10 月 1 日から埼玉県最低賃金は時
間額 926 円（引上げ額 28 円）となりました。
埼玉県最低賃金は、埼玉県内の事業場で働く
全ての労働者に適用されます。さらに、同年
12 月 1 日から 5 業種の特定（産業別）最低
賃金の時間額がそれぞれ、非鉄金属製造業は
944 円、電子部品等製造業は 951 円、輸送
用機械器具製造業は 961 円、光学機械器具
等製造業は 959 円、自動車小売業は 957 円
となりました。詳しくは、問合せ先または最
寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

問  埼玉労働局賃金室  ☎ 048-600-6205

広告

有料広告募集中　 ご覧いただいている広報ときがわを、あなたのお店やイベントの宣伝に役立てませんか？　☎ 65-0401
配布部数　月約 4,000 部　　　発行日　毎月第 4 金曜日　　　 広告料　1 段 /20,000 円　　1 段の 2 分の 1/10,000 円

　 税務相談会のお知らせ
日　時    1 月 14 日㈫　10 時～ 12 時

場　所     ときがわ町・東松山市・川島町・
滑川町・鳩山町・吉見町・嵐山町

担当者    税理士

予　約     1 月 10 日㈮までに相談を希望す
る各会場の役場または役所に予約
が必要です。

問  ときがわ町税務課　☎ 65-0811
　　東松山市課税課　☎ 23-2221
　　川島町税務課　☎ 049-299-1757
　　滑川町税務課　☎ 56-2211
　　鳩山町税務会計課　☎ 049-296-1211
　　吉見町税務会計課　☎ 54-1511
　　嵐山町税務課　☎ 62-2150

今 月 の 納 税  納付期限は 1月31日㈮です。
口座振替をご利用の方も同日が振替日ですので、残高
不足にご注意ください。残高不足などにより口座振替
ができない場合は現金納付になりますのでご注意くだ
さい。　 問  役場税務課 ☎65-0811

町  ・  県 民 税　　　　　　　第 ４ 期
国 民 健 康 保 険 税　　　   　第 ７ 期
後 期 高 齢 者 保 険 料　  　　第 ７ 期
介 護 保 険 料　　　　　　　第 ７ 期

有料広告募集中　 ご覧いただいている広報ときがわを、あなたのお店やイベントの宣伝に役立てませんか？　☎ 65-0401
配布部数　月約 4,000 部　　　発行日　毎月第 4 金曜日　　　 広告料　1 段 /20,000 円　　1 段の 2 分の 1/10,000 円

　 郷土誌講座参加者募集！
演　題    山間農村の秩父事件
　　  　  　―  太田部村の経済構造と社会的

人間関係を中心として ―

日　時    2 月 8 日㈯　13時30分～15時
　　　　  ※雪の場合は中止

会　場    大野くすの木センター　集会室
　　　　  （大字大野 270-1）

講　師    岩田泰治氏
　　　　  （大野地内在住　元小・中学校長）

定　員    30 名

参加費    無料

申込み・ 問   生涯学習課 ☎ 65-2656
　　　　　　 （1 月 7 日㈫より受付）　　　　  
　　　　　　　 ※土日祝日を除く

　 上サ・スケート場の今年度の
　営業中止のお知らせ
10 月の台風被害を受け、今年度の上サ・ス
ケート場の営業を中止することとなりまし
た。また、スケート教室、氷まつりにおきま
しても開催を中止します。来場を楽しみにし
ていた方には誠に申し訳ありませんが、来年
度の再開を目指して参りますので、ご理解の
程よろしくお願いします。

問  生涯学習課 ☎ 65-2656

　家屋を取り壊したら
　お知らせください！
固定資産税は、毎年 1 月 1 日に土地、家屋、
償却資産を所有している人が、その固定資産
の価格をもとに算定された税額を、固定資産
が所在する市町村に納める税金です。

   家屋の固定資産税

毎年 1 月 1 日現在の家屋の有無について確
認する必要があります。12 月 31 日以前に
全部又は一部を取り壊した場合は、「家屋減
少申告書」の提出により、翌年度の課税対象
から除かれます。町内に家屋をお持ちで、令
和元年 12 月 31 日以前に取り壊し等により
家屋がなくなった場合は、役場税務課にご連
絡ください。
※ 平成 30 年 12 月 31 日以前に遡って家屋がなかっ

た場合については、その旨確認できる書類（取り
壊しの領収書等）の提示が必要です。

問  税務課  ☎ 65-0811

　 令和2年消防協会比企支部
　 消防出初め式を実施します

新春恒例の消防出初め式
を、消防協会比企支部（東
松山・滑川・嵐山・小川・
吉見・ときがわ・東秩父
消防団）と比企広域消防
本部が合同で、下記のとおり挙行します。多
くの皆さまにご見学いただければ幸いです。

日時    1 月 11 日㈯　9 時開始

場所     東松山市立松山第一小学校グラウンド

内容     観閲・分列行進・伝統はしご乗り・
防災体験等　

　　　　※防災体験参加者に粗品を配布します。
　　　　※雨天の場合は体育館で行います。

問  比企広域消防本部管理課  ☎ 23-2265　
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